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踊
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h
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耐
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ヲ
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ノ
訓
H 琉

球
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人
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績
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蜘
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一
間
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刊
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依
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誼
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典
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依
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肋
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一
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方
比
一
仙
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占
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A
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i
心
力
拙
い
卯
諭
且
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叫
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此
枯
推
定
例
県
を
諜
枕
す
る
こ
と
2
相
続
仰
い
h

前
一
定
年
内
山
崎
叫
を
謀
枕
す
る
こ
と
8

一
定
附
係
vn
一
、
の
附
興
を
誠
枕
タ
る
こ
み
L
4
1附
興
事
山

(

(

(

 

制
四
時
ま
で
執
行
自
延
ば
さ
れ
た
る
附
拠
山
み
を
謀
枯
す
る
と
と
り
凡
〈
て
の
陪
典
を
課
軒
す
る
こ
と
町
公
一
恥
的
附
拠
の
み
を
醐
枕
す
る
こ
と

η

(

(

:

(

 

)

)

)

)

)

)

 

同
叫
謀
枕
由
一
民
県
辺
誠
柑
・
と
な
る
を
防
「
方
必
見
れ
抗
誌
記
防
止
志
社
出
ろ
我
岡
現
行
法
1
叫
定
抗

ι山

U
2
民
間

3μ
刊
日
附
制
上
山
方
出
い
子
孫

(

(

(

(

(

(

{

 

り
名
義
に
て
国
取
る
古
怯
に
依
る
誼
肱
仏
叫
川
取
症
を
間
保
し
た
る
樹
興
)

第

政

第

五支

結
論
(
全
文
の
山
首
)

緒

日

相
納
税
が
不
労
利
得
訓
附
枕

ω
一ω重
要
な
る
も

ω
ご
し
て
、

阪
に
相
常
に
重
〈
訟
税
せ
ら
れ
て
局
り
、

そ
し
て

他
府
来
も
盆
々
重
〈
却
税
せ
ら
る
べ
き
の
運
命
に
ゐ
る
司
』
ご
は
皆
人
の
疑
は
ぬ
所
で
あ
る
。
然
る
に
北
(
が
盆
々
重
〈

謀
せ
ら
れ
る
ご
共
に
、

色
々
の
遮
枇
方
法
的
誘
合
ら
る
、
-
」
ご
も
亦
人

ω気
付
〈
所
で
、

其
事
は
前
論
文
じ
て
之

諭

耳E

相
儲
柱
。
補
完
と
し
て
の
闘
関
部
税

第
二
十
六
杏

E
大

第
四
抗



論

議

相
続
抵
の
補
完
と
し
て
の
帽
奥
課
税

第
二
十
宵
寄

宜
山
ハ

第
四
親

ee明
炉
に
し
た
。
其

ω中
に
も
一
の
方
法
ご
し
て
贈
輿
が
選
ま
る
、
こ
ご
は
前
じ
も
い
ふ
た
通
り
で
‘

此
が
遁
税

の
最
有
力
な
る
方
法
の
少
〈
吉
も
一
で
あ
る
ニ
ご
は
事
質
で
あ
る
(
詰
一
)
O

之
仁
つ
い

τは
、
我
闘
法
で
も
或
皮
ま

で
特
別
考
慮
を
梯
つ
て
は
居
る
が
、
術
ほ
其
他
に
色
々

Z
考
ふ
〈
き
こ

Z
が
ゐ

h
、
外
岡

ω法
例
も
匝
々
で
あ
っ

て
、
之
等
を
考
察
す
る
こ
古
じ
は
頗
る
興
味
が
あ
り
、
我
図
法
の
改
善

ω
上
に
も
之
が
解
稗
乃
歪
は
其
他
の
行
政

施
潟
の
上
に
も
丞
考
己
な
る
ご
思
ふ
か
ら
、
背
叫
に
特
に
之
を
設
か
う
ご
思
ふ
。

註

シ
ヤ
ル
ツ
は
、
過
去
に
於
て
崎
奥
が
遮
院
自
最
右
力
な
る
噌
式
て
あ
っ
た
と
い
っ
日
、

k

ン
メ
ル
ス
れ
イ
ム
目
、
相
械
祉
を
油
除
す
る
最

手
近
に
あ
り
且
つ
容
易
に
行
は
る
べ
き
方
法
を
、
闘
県
出
供
す
る
と
い
ひ
、
ウ
品
ス
ト
も
、
比
一
存
者
聞
の
附
典
に
よ
り
で
遮
枇
せ
ら
る
ミ
こ
と
を

以
て
、
相
続
積
白
非
難
と
す
。

第
一
段

贈
奥
に
依
る
相
梢
税
の
遁
腕
方
法
及

其
原
因
説
其
致
果

↓
贈
興
じ
山
似
る
池
一
脱
方
法
1
i贈
奥
を
分
類
す
る
仕
方
ー
は
人
仁
よ
h
異
品
。
之
を
死
床
一
階
奥
い
死
を
考
慮
し
た
る

贈
興
、
生
存
者
聞
の
焔
典

Z
Fれ
ば
、
第
一
の
死
床
贈
即
時
は
常
然
に
相
続
税
が
謀
せ
ら
れ
る
の
で
、
贈
奥
税
ご
し

一一一一一

τ問
題
ご
な
る
の
は
其
第
二
ご
第
一
一
一
正
で
あ
る
。
贈
奥
を
死

ω潟
め

ω贈
奥
吉
、
生
存
者
間
の
贈
拠
ご
す
れ
ば
・

共
第
一
の
も
の
吉
第
二
の
中
、
其
効
力
が
贈
奥
者
の
死
に
よ
h
生
宇
る
も
の
ご
に
は
蛍
然
に
相
絞
税
が
課
せ
ら
る

べ
く

H

某
以
外
の
生
存
者
間
の
耐
用
具
の
み
が
問
題
ご
な
る
の
で
あ
る
c

共
は
つ
ま
り
人
が
相
舗
を
疎
期
し
て
死
期
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の
ま

r到
ら
ぬ
前
に
、
而
か
も
死
期
よ
'
り
も
前
に
効
力
を
後
生
せ
し
め
て
贈
奥
す
る
こ
ご
に
よ
h
、
相
緩
税
を
池

れ
や
う
正
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
方
法
に
も
色
々
あ
る
。

パ
刊
其
第
一
の
方
訟
は
、
人
が
認
め
其
持
つ
則
産
を
他
の
或
者
(
葉
は
親
族
者
た
る
こ
ご
も
あ
り
、
叉
非
親
族
者

た
る
こ
芭
も
あ
る
)
に
婚
奥
し

τし
ま
う
の
で
あ
る
o

此
は
買
に
相
総
税
の
遁
股
の
普
通
の
方
法
で
ゐ
ふ
町

川
第
二
は
、
人
が
自
分
の
買
取
っ
た
財
産
を
自
分
の
名
義
で
買
は
な
い
，
で
、
崎
潤
古
都
祁
編
入
た
る
べ
き
も
の
、
名

義
ご
す
る
こ
己
に
よ
b
て
、
相
錨
胴
稔
を
逃
れ
る
こ

E
が
出
来
る
(
陸
一
一
)
O

{
駐
日
一
)

此
方
法
は
時
邦
て
も

E
・
々
行
は
れ
亡
届
る
の
を
聞
〈
、
可
な
り
瞥
温
に
行
は
れ
て
居
畠
方
法
だ
が
、

M
町
闘
て
忠
利
叫
多
〈
行
仕
れ
て
居
る

と
品
へ
て
、
プ
レ
ー
ン
川
、
人
は
剖
っ
て
武
却
由
形
を
眠
る
こ
と
に
よ
り
て
、
相
続
人
を
し
て
判
績
予
離
な
〈
し
て
共
所
布
を
仰
し
む
る
こ
ー
と
が

e
 

山
高
る
と
い
ふ
て
舟
る
。

代
右
第
一
及
第
二
の
場
合
に
於
て
、
人
が
共
第
一
次
ゆ
相
続
人
(
例
之
、
子
)
に
移
す
よ
h
も
、
其
第
二
衆
的
相

続
人
(
例
之
、
孫
)
に
移
す
こ
ご
に
よ
h
て、

二
度

ω相
続
税
を
逃
れ
る
こ
ご
が
出
来
る
o

之
を
推
せ
ば
、
稀
な
-
』

ご
で
は
あ
る
が
、
三
度
及
共
以
上
の
相
総
枕
を
逃
れ
る
こ
ご
も
出
来
る
。

ゆ
第
一
の
場
合
に
、
会
〈
或
物
を
贈
巾
却
し
て
し
ま
っ
て
は
自
己
が
其
物
が
利
用
し
符
ぬ
か
ら
、
之
を
避
く
る
錦

め
仁
は
、
使
用
収
盆
帥
慨
に
り
を
留
保
し
て
贈
興
す
る
ζ

ご
を
得
る
(
詰
三
)
O

(
位
三
)

相
続
杭
ば
山
り
成
草
に
す
る
と
、
人
出
問
典
者
の
利
益
に
於
て
、
使
刷
牧
誼
を
情
保
し
た
附
奥
山
形
を
取
っ
て
、
立
法
者
。
操
見

L
た
制

輯
枕
を
婚
ふ
と
止
な
{
し
て
、
無
惜
名
義
の
藤
被
を
特
M
曹
に
貨
現
す
る
ζ
主
に
な
る
。
ロ
ツ
ツ
も
、
脂
興
品
引
が
共
生
誕
の
利
川
摺
を
間
保
し
た
と

論

按

第
四
扱

相
秘
設
の
補
完
と
し
て
の
胸
奥
醜
説

第
二
十
大
巻

五
大

' 
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相
蹴
話
。
補
完
と
し
て
の
胸
奥
操
続

き
に
は
、
常
総
腐
典
枕
抗
措
町
捜
せ
ら
る
と
儲
ナ
。

E
或
は
人
が
或
財
産
を
一
日
一
、
他
人
に
岡
崎
奥
し

τ、
夏
ら
に
自
己
の
死
後
、
其
他
人
を
し
て
自
己
の
相
続
人
に

賠
奥
せ
し
め
る
こ
己
を
得
る
。
婚
奥
税
が
な
い
芭
す
る

z・
此
れ
で
全
〈
枕
を
負
ふ
こ
芯
な
〈

L
て
相
縦
を
注
し

論

第
ニ
十
六
巻

四

五
六
回

叢

第
四
班

得
る
。F

或
は
叉
人
が
名
義
上
、
他
人
に
寅
却
し
℃
(
貨
は
贈
拠
し
て
)
・
他
日
英
に
自
己
の
相
総
人
に
資
却
せ
し
め

τ

(
質
は
贈
典
せ
し
め
て
)
、
相
縦
税
を
逃
れ
、
又
は
贈
典
税
を
逃
れ
る
長
ご
が
出
来
る
。

G
或
は
前
以
て
自
己
の
相
秘
人
た
る
べ
き
若
か
ら
負
債
を
負
ふ
て
置
き
(
貨
は
此
は
一
の
贈
拠
己
も
い
ふ
べ
き

も
の
で
ゐ
る
が
て
相
縦
に
際
し
相
鋭
財
産
か
ら
し
て
比
負
債
に
け
控
除
せ
し
む
る
-
』
ご
に
よ
り
て
池
枕
し
得
る
。

H
戒
は
相
紛
の
前
に
他
人
か
ら
負
債
を
負
ふ
て
置
き
、
相
総
人
を
し
て
之
を
継
承
せ
し
め
、
随
っ
て
其
れ

rり

相
続
財
産
を
小
い
も
の
ご
し
て
納
税
せ
し
め
、
後
に
至
つ

τ前
の
仮
設
の
負
債
を
解
除
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。

-
或
は
寺
院
な
ど
の
如
き
苑
枕
剛
健
に
贈
典
L
て
、
他
日
其
寺
院
を
し
て
自
己

ω相
続
人
に
返
附
せ
し
め
、
叉

，s
、

は
相
総
人
を
し
て
共
寄
附
財
産
か
ら
受
益
せ
し
め
る
こ
ご
を
得
品
。

二
其
原
因
ー
ー
は
前
論
文
に
述
べ
た
相
鋭
枕
述
脱

ω
一
般
原
因
が
該
じ
も
嘗
た
る
の
で
あ
っ
て
、
今
一
度
之
を
奉

ヤ
る
の
は
省
く
が
、
特
に
共
の
反
道
義
心
に
基
〈
も
の
、
如
、
言
、
此
贈
典
に
閲
す
る
だ
け
で
は
、
狭
い
利
己

ωみ

よ
h
で
な
〈
、
子
孫
の
治
め
家
の
潟
め
ど
い
ふ
大
な
利
己
、
又
は
小
百
な
愛
他
か
ら
出

τ居
る
が
・
此
の
如
き
も

!'f 
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の
は
必
宇
し
も
常
に
は
現
は
れ
や
、
時
正
し
て
狭
い
小
い
利
己
が
頗
る
強
〈
働
き
、
金
の
銭
め
に
は
親
子
苫
へ
も

仇
敵
ご
な
る
こ
ご
が
ゐ
る
か
ら
(
世
田
)
、
共
貼
か
ら
し
て
は
、
贈
奥
が
そ
ん
な
に
多
〈
現
は
れ
る
も
の
で
は
な
い

Z

も
い
は
れ
る
露
五
)
。

(
陸
四
)

ピ
ツ
セ
ガ
l
目
、
筒
人
主
義
同
家
族
瓦
地
か
ら
の
結
合
自
主
で
世
な
い
と
註
し
て
居
る
町

(
位
五
)

W
L
ス
ト
は
、
武
際
に
は
、
人
が
枕
を
弛
れ
る
目
的
自
鵠
め

ι、
止
存
中
に
、
そ
ん
な
に
財
産
の
大
な
世
を
割
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ぷ

B
 

て
尉
ゐ
。

三
其
数
旧
市

山
川
公
平
誌
上
|
此
質
に
よ
る
謀
長
以
て
不
公
平
正
い
ふ
惑
い
棄
を
生

20一
山
之
仁
よ
h
辿
股

苫
れ
る

rり
、
共
三
辿
肱
き
れ
な
い
も
の
正
の
間
に
、
不
公
平
を
生
守
る
の
み
な
ら
A
Y
・
川
崎
山
叫
が
相
続
税
に
準

じ
て
又
は
特
別
に
謀
殺
さ
る
、
ピ
し
て
も
・
北
(
が
各
筒
的
分
割
的
に
課
税
古
る
、
こ
吉
、
な
る
匁
め
、
折
角
の
探

準
的
な
る
相
総
税
の
趣
旨
を
破
壊
す
る
こ
ご
に
な
h
、
贈
拠

ω利
用
さ
る
、
に
け
累
進
課
税
を
無
意
義
な
ら
し
め

る
(
誌
六
)
ご
い
ふ
駄
か
ら
し
て
も
不
日
公
平
を
生
中
る
o

(
障
さ

ク
ラ
イ
ン
ウ
品
ヒ
タ

l
位
、
法
叫
叫
が
胸
奥
割
の
大
小
と
共
に
柑
山
中
の
よ
る
べ
き
こ
と
を
凱
記
す
る
と
き
に
、
拙
肱
の
危
険
が
あ
る
。
何
主

な
れ
ば
人
は
往
々
に
し
て
大
な
る
附
興
を
、
知
御
山
小
な
る
、
低
祉
申
曲
迎
川
さ
る
べ
き
胸
引
に
分
解
す
る
を
狩
る
か
ら
と
い

U
、
ヲ
ω
ソ
ツ
も
、

柑
曲
一
品
い
r

方
心
卒
を
避
け
る
目
的

τ
一
定
年
期
川
に
惜
系
的
に
附
拠
を
分
阻
す
る
こ
と
が
、
問
酔
な
る
川
越
を
提
供
す
と
註

E
L、

。

も
、
組
ι

べ
な
る
時
期
に
嗣
一
人
に
多
〈
山
小
さ
な
脚
刷
出
を
錦
す
こ
と
が
黒
地
中
世
磁
議
す
べ
し
と
低
す
削

シ

ヤ

ル

ツ

前

茸t

主

相
担
問
松
山
柿
先
と
し
て
白
胸
奥
融
枇

第
二
寸
大
谷

五
六
五

部
判
腕

Bissegger， Die El.bschaftsstener und illl宅 Bedeuhmgfur VolkswITtscl aft 
und Sozialpolitik. S. 65 

West， 1. C. P田 213・
Kleinwi:ichter， Fw. S. 294. Lutz， 1. c. p. 483. ShuHz， 1. c. 328 
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習室

弟
二
十
六
巻

第
円
脱

E
a
、司、

主
プ
プ

相
続
税
目
補
完
と

L
て
の
脚
典
課
枯

論

B
宮
り
分
配
上
ー
ー
に
は
此
贈
奥
が
行
は
れ
る
だ
け
に

τ、

(
 

を
助
成
す
る
ご
い
ム
-
』
ご
が
生
じ
得
る
(
註
仁
)
。
但
[
北
(
は
夫
い
贈
具
に
依
る
分
割
贈
興
が
異
一
っ
た
人
仁
就
い
V
T
行

多
少
ご
も
財
産

ω
集
中
を
仰
制

L
‘
分
配
り
卒
等

は
れ
手
、

同
一
人
仁
つ
い
て
の
み
行
は
る
、
ピ
け
で
は
此
目
的
は
迷
!
符
な
い
。

、
官

ι
-
府

内

此

ウ
エ
ス
ト
位
、
生
存
者
間
の
附
興
に
布
刺
な
説
は
、
此
が
叫
閉
山
明
者
山
生
存
中
、
大
財
産
自
分
配
を
拙
め
る
こ
と
に
よ
り

〉

き
分
聞
を
膏
ら
す
こ
と
だ
と
い

A
て
尉
る
。

(
註
七
)

第
二
段

贈
奥
に
依
る
相
精
税
遁
脱
の
防
止
方
法

↓
一
般
的
方
法
|
|
贈
具
に
依
る
相
縦
枕

ω辿
脱
会
防
止
す
る
の
じ
は
、
相
一
納
税

ω
辿
枕
防
止

ω
一
般
的
方
策
伝

用
ぬ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
こ
吉
、

い
ふ
ま
で
も
な
い
o
其
は
前
論
文
に
説
い
た
所
に
か
ら
・

議
に
は
省
く
己
し
て

つ
ま
ち
道
義

ω向
上
正
行
政
り
改
良
己
に
待
つ
も
の
が
多
い
ご
い
ふ
-
』
ご
に
な
る
。

斗
特
殊
的
方
法
|
-
で
、
警
は
贈
奥
に
閲
す
る
特
妹
の
還
を
替
え
る
o

A
立
法
上
の
方
法

1
i

け
理
論
及
外
岡
法
例
に
況
は
れ
た
る
立
法
|
|
相
縦
枕
の
贈
興
に
依
る
遡
脱
を
防
「
籍
出
に
、
贈
奥
に
謝
し

て
相
鋪
枕
に
準
じ
押
印
る
課
税
を
匁
す
吋
し
ご
い
ふ
事
は
一
般
に
認
め
ら
る
、
所
で
あ
る
詮
八
)
O

が
其
謀
税
の
方
法

に
至
っ
て
は
人
の
考
も
立
法
例
も
一
様
で
は
な
い
。

¥Vest， l. c. p. 212日 213}
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(陸
A
)

シ
L

I
ラ
I
、
レ
L
I
L
P
、
ホ
ン
J
B

ル
ス
ハ
イ
ム
、

v
L
7
レ
l
、
ヮ
グ
ナ
1
、
-
ヨ
ン
ラ
l

y
、
Z
1
4
ル
ヒ
、
チ
ス
如
、
ラ
ツ
ツ
帯
、

相
幽
同
枕
山
削
完
と
し
て
附
典
枯
白
献
〈
べ
か
ら
ざ
る
乙
と
を
泣
き
、
シ
ヤ
シ
ツ
は
、
良
く
成
婚
さ
れ
た
相
続
粧
が
比
側
先
の
結
晶
に
、
嗣
似
し
て

成
形
L
た
崎
県
松
を
挺
す
る
と
と
は
説
明
を
誕
せ
ず
と
い
1
0
、
ロ
ツ
ア
も
、
相
鋭
枕
回
避
を
一
軍
し
侍
る
凡
ぺ
て
山
崎
県
に
、
相
蹴
柑
義
務
あ
る
扱

告
と
同
一
の
砥
申
を
課
す
る
こ
&
に
よ
り
て
最
有
裂
に
、
生
ム
仔
者
間
白
鵬
興
に
依
る
誼
股
が
陪
か
る
ゐ
左
い
ひ
、
ア
ン
ス
チ
チ
ユ

l

ソ
ル
イ

1

を
、
相
縦
松
山
徴
牧
は
、
生
存
者
間
の
附
品
目
枕
い
か
相
続
枕
に
判
官
し
て
定
め
ら
る
与
で
な
〈
て
は
、
完
全
に
行
は
る
‘
ふ
こ
と
を
相
自
と
蜜
表

し
、
パ
ス
テ
i
プ
ル
は
、
附
拠
且
蛍
却
が
相
秘
と
同
一
平
に
て
謀
せ
ら
れ
な
〈
て
は
、
生
存
者
聞
の
移
脚
に
依
る
強
き
語
感
あ
り
と
時
叫
す
ω

円
、
脱
税
推
定
贈
拠
伝
説
枕
す
る
こ
ご
|
|
も
確
か
仁
一
方
法
で
あ
る
ご
す
る
(
誌
と
。
即
も
賄
期
中
、
単
な

る
耐
閉
山
時

Z
、
相
秘
を
預
怨
し
て
之
が
代
、
り
ご
し
て
行
は
れ
た
贈
興
ご
を
匝
別
仁
て
も
筏
者
仁
、
相
紺
税
仁
準
じ
た

る

謀

枇

を

す

る
ι
り
で
め
る
。
其
れ
は
理
由
胤
ご
し
て
は
正
し
い
け
れ
い
ζ

も
、
備
て
府
民
際
に
於
て
彼
ご
此
ご
を
回
別
す

る
こ
ご
が
六
っ
か
し
い
。

其

は

人

ω心
理

に

土

で

立

入

っ

て

判

断

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

の

で

賀

行

が

六

っ

か

し

い
(
諒
一

O
)
O

般
ム
リ
に
其
は
ま

f
良
い
ご
し
て
も
、

之
を
贈
山
内
の
あ
る
度
毎
に
課
す
る
ご
す
れ
ば
、
折
角
的
相
紛
枕

に
於
り
る
採
進
を
破
壊
古
る
、
こ
ご
、
も
な
る
(
尚
一
一
)
O

其

Z
も

累

進

ω趣
旨
に
合
す
る
斜
め
に
・
此
叫
如
き
陥
刷

典
を
質
問
阿
川
り
相
縦
り
ご
さ
ま
で
待
っ
て
、

一
括
し
て
相
嘗
的
累
活
課
税
す
る
こ

Z
L出
来
る
が
・
北
(
聞
に
は
課
税

物
館
が
散
逸
し
て
枕
を
取
り
得
心
-
】
吉
、
も
な

h
得
品
。

(
位
九
)

シ
ヤ
ル
ツ
此
、
死
の
考
雌
に
て
抗
き
る
h

附
興
の
枯
dm
相
鎖
措
の

の
考
雌
に
於
け
る
川
庄
山
移
叫
が
秘
に
従
ふ
こ
と
h

せ
ら
れ
た
と
い
ひ

市
営
な
る
附
伴
で
あ
っ
た
と
い
ひ
、
山
シ
グ

l

M
、
多
く
J

羽

合

死

ウ
エ
ス
ト
位
、
曜
に
相
蹴
祉
の
埴
股
を
叫

r
uめ
に
は

町
山
考
慮

に
よ
り
行
は
れ
た
る
胸
具
、
主
叫
腕
血
者
の
死
後
致
川
市
を
止
ず
る
と
去
を
企
つ
る
附
興
に
、
叫
刊
を
油
川
す
る
こ
と
L

せ
ば
+
分
な
ヂ
う
だ
と
い
ふ

論

議

じ

相
歯
枇
の
補
完
と
し
て
の
岡
県
謀
枯

第
二
+
六
巻

l
a
、
:

不
』
」

r
ι
L

第
四
蹄

日ch:"ler，Die l~eid】日rhscl旧日ssteuc l'. S. '29日cheel，Erbschaftssteuer und 
~rhrf'c:I， tsr(>rO l"1Tl"_~. 15-r6_ llr:"n ，.n_elshei，~.口 5 口f. S.chaf{le， 
Stellem. II T. s. 425. ¥Vagnel:. F'w. :2 An日 !L ~.:. 593. COl"l ra~. Fw 
9 AuH. S. r 16. Ehel町民， el. a. O. S. 408. T、szkn..Fw: z AufL S. :n6 
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論

能

第
二
十
六
巻

J、

五
六
λ

相
続
税
の
補
完
と
し
て
の
脚
典
課
税

静
岡
崎
掛

て
居
る
。
尚
ほ
死
の
考
慮
に
で
行
は
る
ミ
瞬
間
内
と
は
.
カ
リ
7
オ
ル
=
ア
法
て
は
、
死
捌
迫
れ
る
と
き
(
例
之
、
絡
に
か
L

り
て
て
開
院
事
業
に

山
掛
け
り
ゆ
と
さ
、
助
虚
白
一
般
的
移
純
白
機
舎
に
行
は
る
L

附
奥
は
共
れ
で
あ
る
と
推
定
せ
ら
れ
、
之
が
反
置
は
相
韻
人
が
之
を
錫
さ
な
{
て
は

日

な
ら
向
。

プ
レ

1
シ
は
、
開
興
が
死
主
止
に
て
号
、

t
z
z、

之
を
怯
す
る
こ
と
団
離
で
あ
る
と
錦
し
、

A

ン
タ
ー
は
、
此
列
車
庫

〉

に
於
け
る
牌
典
を
課
靴
す
る
企
て
が
、
多
〈
の
吊
す
と
不
品
平
、
と
に
導
い
た
と
い
ふ
て
居
る
叫

前
山
、
位
大
事
問
。

(桂一

O
)

(
註
-
-
)ヨ

相
縦
開
始
前
一
定
年
内

ω贈
奥
を
相
続
税

ω逃
枕
吉
見
倣
し
て
課
税
す
る
こ
ご

|
l上
記
の
如
〈
贈
奥

の
中
に
つ
き

τ相
縦
枕
を
逃
げ
る
骨
川
め
相
秘
の
代
b
に
行
ふ
た
も
の
正
否
ご
を
匝
別

L
て
保
税
を
決
す
る
こ
ご
が

ム
ハ
っ
か
し
い
ご
す
る
吉
、
そ
し
て
共
縛
め
何
か
客
削
倒
的
の
標
準
を
求
め
る
さ
す
る
吉
、
先
づ
抽
出
む
べ
き
も
の
は
相
続

開
始
前
一
定
年
の
近
い
時
の
間
に
行
は
れ
た
も
の
は
之
を
相
続
に
代
る
べ
き
も
の
さ
す
る
こ
正
で
あ
る
宗
一
二
)
O

此
は
相
縦
よ
り
も
前
仁
其
仁
近
い
1
Z
き
じ
行
は
れ
た
贈
奥
は
、
凡
べ
て
相
鎖
の
あ
h
得
ぺ
き
を
強
想
し
て
行
は
れ

h

h

Z

す
る
の
で
、
此
は
極
め

τ便
利
な
る
方
法
で
あ
り
、
ヌ
之
に
て
多
く
の
遮
枕
的

ω贈
興
を
側
む
ニ
正
を
得

る
O

け
れ
ど
も
共
期
間
を
何
う
定
め
る
か
に
第
一
、
濁
断
恋
意
が
仲
ひ
(
陸
一
三
)
、
其
の
み
で
な
〈
、

之
に
よ
り
て

は
偶
々
某
所
定
期
内
に
ゐ
る
が
震
め
に
、
必
4
7
L
も
漣
枕
の
縛
め
で
な
〈
し
て
田
平
純
な
る
抽
畑
山
持
た
る
も
の
を
も
諜

殺
す
る
こ

Z
に
な
る
の
依
鮎
が
あ
h
、
叉
此
期
間
外
で
め
る
が
怨
め
に
浦
一
枕
の
斜
め
に
行
は
れ
た
る
贈
山
県
を
も
逸

す
る
ご
い
ム
侠
貼
を
件
ふ
。
叉
此
相
紋
開
始
前
一
定
期
ご
す
る
ぜ
き
に
、
或
贈
典
が
一
定
期
内
の
で
あ
っ
た
か

山1

Erb5chafssteuer. (F. A. XVIII Jg. 2 Bd.) S. 178. Lotz. a， a. O. S. 549・
Instituts Solvrry. 1. C'. p. 4. Ihsfablp'， P!il、lirj日 n~n('~. 3 .f'rJ. p. ;92 
S!llIltz. 1. c. p. 317・328. Hunter， Outlines of Public自nance，p. 39'. 
¥Vest. 1" c. p. 217・
Plehn， 1. c. -p. uo. Hllnter， 1. C. p. 392. 
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は
、
質
際
の
相
績
の
時
を
待
た
な
〈
て
は
分
ら
宇
、
此
相
紛
の
時
に
な
っ

τ之
を
質
際
り
相
続
に
於
け
る
相
綴
財

産
に
加
算
し
て
課
枕
す
る
ご
す
れ
ば
、

そ
し
て
共
納
枕
義
務
を
質
際
り
相
編
入
に
負
は
す
ご
す
れ
ば

E

共
相
続
人

が
前
的
附
畑
山
時
ゆ
受
贈
者
た
ら
F
る
場
合
の
如
き
・
共
受
取
ら

g
る
物
に
つ
き
負
婚
す
る
ご
い
ふ
の
不
都
合
を
生

じ
‘
之
を
ん
べ
て
質
際
的
受
賠
者
か
ら
政
る
ご
す
れ
ば
、
共
受
叫
問
者
は
相
樹
首
時
に
は
最
早
・
給
付
能
力
な
き
も

の
ど
な
っ
て
居
る
か
も
創
れ
な
い
。
共
れ
で
は
相
総
開
始
前
一
定
期
内
の
贈
典
を
摘
犯
し
ゃ
ヨ
ご
し
て
も
無
意
義

に
終
る
Z
い
ふ
不
都
合
を
生
中

Jao

(
陸
士
一
)

ロ
ツ
ヲ
は
、
府
県
者
白
苑
自
前
、
或
短
期
間
内
の
府
県
が
相
績
と
翻
似
に
識
せ
ら
る
主
主
告
に
、
府
県
続
出
蹄
越
せ
ら
る
と
錯
し
、
ジ

エ

Y
セ
ン
も
・
苑
白
考
慮
に
て
紘
き
れ
な
い
ζ

と
が
賠
明
さ
れ
な
い
以
上
は
、
死
山
前
監
年
内
に
鑓
さ
れ
た
贈
典
に
相
続
肱
を
適
用
す
る
と
と
に

よ
町

J

て
、
之
が
油
此
に
臨
ず
る
と
官
錨

L
、
其
他
祖
明
言
樫
…
守
之
が
見
仰
の
砂
か
ら
ざ
る
事
を
拘
摘
し
、
就
中
、
ゥ
キ
ス
コ
ン
ジ
ッ
、
英
舗

盟
4
A
剥
加
、

ρ

ン
プ
ル
ヒ
、
り
ユ
ベ
ツ
タ
法
轄
が
之
を
採
っ
た
副

(陸

--5
我
幽
誌
に
て
こ
干
と
し
て
厨
る
自
に
、
長
い
白
位
向
ツ
キ
ス
ヨ
ン
ジ
シ
由
六
年
、
姐
き
は
鵠
塊
闘
比
白
二
滴

H
す
ら
あ
っ
て
、
面
々
で
あ

る。

h
y
n
p
l
位
、
溜
に
決
定
さ
札
た
時
の
長
さ
が
掛
断
で
あ
り
、
又
多
〈
の
不
八
世
正
を
佐
一
ず
る
み
」
い
ふ
て
居
る
叫

パ
い
一
定
の
関
係
者
.
特
に
例
之
、
親
族
者
へ
の
贈
典
を
凡
ぺ
て
相
続
税
辿
股
ご
見
倣
し
て
課
税
す
る
こ
ご

ー
ー
も
出
来
る
。
此
は
外
岡
に
も
例
M
Y

ゐ
り
(
註
一
四
)
、
我
岡
に
も
前

ω
E併
せ
行
は
れ
て
居
る
が
、

一
館
、
人
が

相
蛍
に
大
な
財
産
を
親
族
で
も
な
い
赤

ω他
人
に
、
無
償
に
奥
ふ
る
ヨ
」
子
皆
、

そ
ん
な
に
多
〈
す
る
も
の
で
は
な

一一一ぃ

〈
-
自
己
又
は
某
相
縦
人
の
利
益
に
於
て
限
h
仁
贈
興
す
る
と
し
て
も
徐
程
良
〈
信
相
相
す
る
に
足
る
ピ
見
な
け
れ

論

議

相
続
税
の
補
完
と

L
で
白
胸
奥
諜
枯

第
二
十
六
巻

E
大
九

第
四
都

ブL

Lotz， a. a. O. S. 549. Jensen， 1. c. p. 4口 Hommelsheim，a. a. O. S 
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論

議

相
続
枕
白
補
完

&
L
で
白
蹄
興
部
甜

第
二
十
六
巻

五
七

O

第
四
都

四
O 

ば
之
を
利
用
す
る
も
の
で
な
い
(
註
一

5
0
だ
が
ら
し
て
此
親
族
者
へ
の
贈
拠
hv
摘
め
ば
、
大
抵

ω相
納
税
越
枕
の

肺

m
m舛
は
押
さ
へ
る
-
』
ご
を
得
る
。
即
も
此
規
定
を
設
〈
る
こ
己
は
相
続
税
辿
脱
防
止
の
斜
め
に
有
放
で
ゐ
ム
ッ
、
又

快
〈
べ
か
ら

5
る
補
完
方
践
で
ゐ
る
ピ
す
ぺ
き
で
ゐ
る
(
世
一
三
。
又
親
族
者
へ
の
贈
奥
で
あ
れ
ば
大
抵
は
、
・
之
を

相
秘
の
代
h
の
も
の
吉
見
て
良
い
。
併
し
此
己
て
も
-MH
際
じ
は
相
紛
の
代
b
ご
し
て
u
y

な
く
、
叉
単
な
る
鉱
山
償
り

給
付
芭
し
て
uv
も
な
〈
.
受
贈
者
の
相
嘗

ω働
き
に
制
到
す
る
釣
償
に
過
ぎ
ぬ
ご
い
ふ
こ

Z
も
あ
り
得
る
o
此
土
で

を
も
捕
へ
る
こ
ご
ご
な
る
の
は
聯
か
不
穏
嘗
で
ゐ
る
。
叉
北
九
は
会
館
上
稀
な
こ
ご
だ
か
ら
恕
す
る
ご

L
τ
も、

の
愉
畑
山
到
の
行
は
る
、
毎
に
課
税
す
る
ピ
す
れ
ば
、
賞
際
現
貨
に
叉
有
致
に
(
多
少
立
(
苫
ヘ
辿
肱
同
却
で
あ
一
る
け
れ
ど

も
)
捕
へ
る
こ
正
は
出
来
る
り
れ
ど
も
、

之
に
よ
り
分
割
が
多
〈
行
は
れ

τ、
折
角
の
累
進
税
率
の
趣
旨
を
破
る

こ
ご
、
な
る
を
見
れ
ぬ
o

苫
b
t
t
相
縦
開
始
の
時
ま
で
待
っ
て
綜
合
課
税
す
る
ご
す
れ
ば
、
累
進
課
税
は
適
切

仁
行
は
る
、
-
』
ご
に
な
る
り
れ
ど
も
・
給
付
能
力
が
其
迄

ω間
に
散
逸
し
て
捕
誕
の
出
来
な
レ
も
の
を
生
す
る
ご

h
w
p
A

快
踏
を
も
件
ふ
。

瑞
凶

ω
ニ
↑
一
白
砂
雌
山
川
は
.
噛
だ
ー
し
叫
旋
者
へ
山
蹄
県
の
み
を
謀
枕
す
る
叫

(
註
一
五
)
ホ
シ
メ
ル
ス
円
イ
ム
は
、
止
一
何
時
中
に
、
金
者
財
注
文

ι大
な
財
南
部
を
移
す
こ
と
は
、
断
る
大
な
信
用
を
前
提
と
し
、
防
ふ
て
崎
正

夫
い
州
問
仏
品
川
倒
よ
り
子
へ
山
み
佐
々
ド
し
て
抗
H
u
r
判
る
と
泊
し
、
シ
ャ
ン
ツ
一
也
、
生
在
中
の
胸
民
に
よ
り
向
き
桔
を
避
け
る
を
作
る
と
い
ふ
心
配

は
、
合
開
的
正
成
形
さ
れ
た
附
血
祉
を
別
と
し
て
仕
、
小
さ
い
も
の
ど
あ
る
a
何
ぜ
か
と
な
れ
ば
、
何
人
も
似
る
遮
い
判
族
者
及
他
人
に
劃
し
て

は
好
ん
で
共
則
産
を
生
存
時
に
誠
披
す
こ
と
は
な
い
か
ら
と
い
ふ
て
居
る
。
シ
ェ
ア
レ
ー
も
、
人
は
逃
に
、
非
組
旋
閉
山
脂
拠
を
、
其
際
考
擦
に

(
健
一
回
)

共

Bisseg，耳er，a. a. O. S. 9 17) 
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均

車
る
所
由
人
的
闘
帽
の
弱
い
こ
と
由
録
的
に
免
除
し
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
位
二
ハ
)
町
シ
ェ
フ
レ

lμ
、

φ
〈
と
忠
訓
判
技
者
向
田
畑
山
叫
に
つ
い
て
は
、
附
拠
祉
は
制
脱
税
に
取
リ
て
は
扶
〈
べ
か
ら

f
る
府
組
曲
物
だ
と
い
ふ

て
居
る
。

)
 

は
い
贈
山
明
者

ω
死

ω時
ま
で
執
行

ω延
ば
色
れ
た
る
贈
山
間

ωみ
を
課
税
す
る
ニ
ピ
ー
ー
も
亦
た
一
方
法
に

(
詰
一
七
)
O

此
鳩
山
叫
が
相
縦

ω代
り
で
あ
る
一
】
芭
は
明
か
で
あ
る
が
、
併
[
此
は
相
秘
の
一
部
ご
も
い
ふ
ぺ
.
き
も
の

で
、
常
然
に
相
紙
税
を
認
す
べ
き
も
の
ご
さ
れ
て
活
る
(
詰
一
八
)
O

此
は
殆
ん
ど
問
題
で
は
な
く
、
又
此
村
い
け
で
は

勝
山
到
の
少
か
ら

5
る
も
の
が
相
紺
税
を
逃
れ
る
こ
己
、
な
る
を
免
れ
な
い
。
だ
か
ら
此
方
法
に
よ
り
て
は
相
納
税

遁
腕
防
止
の
贈
典
課
税
E
し
て
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
。

(控

-
-
t
)
9
バ
イ
エ
ル
シ
、
メ
ク
レ
シ
プ
ル
ヒ
語
専
位
、
生
存
者
間
の
悶
拠
の
枕
在
、
此
凱
街
が
隔
品
者
的
、
礼
由
時
ま
で
延
ば
さ
れ
る
時
に
の
み
謀

枕
し
た
。

(位

-
A
)
前
曲、
第

段
区》

{ー}
参
同。

川
、
凡
べ
て
の
贈
奥
を
相
続
ご
封
等
に
課
税
占
る
ニ

zー
ー
も
亦
相
鋭
校
漣
脆
山
防
止
ん
法
ご
し
て
考
袋
に

油
ゆ
る
(
尚
一
九
)
O

此
に
質
例
も
ゐ
る
(
世
一

U
)。
を
し
て
此
方
法
は
一
被
相
誠
人
等
の
意
出
の
内
部
に
立
入
ら
宇
、

年
間
Z
い
ふ
杓
子
定
規
に
も
依
ら
中

ニ
品
の
闘
係
者
正
い
ふ
こ

F
r
h問
は
十
し
て
謀
す
る
ニ
ご
、
な
る
の

で
、
手
総
は
最
簡
単
で
あ
る
。
又
鳩
山
叫
は
共
が
相
時
制
枕
の
回
避
り
絡
め
に
せ
ら
る
、
ご
否
ご
に
拘
ら
守
、
能
力
原

一一一一l

則
か
ら
考
へ
て
、
其
が
凡
べ

τ不
勢
利
得
正
し
て
和
紙
の
場
合
同
様
に
特
別
大
な
能
カ
あ
る
も
の
£

Lτ
課
税
し

論

議

相
続
税
の
補
完
と
し
て

ω
府
県
諒
枇

第
二
十
六
指

主E

七

第
四
都

~.~ 

Schanz， a. a. O. S. 176. Schaffie， a. a 

定
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一

前

諜

相
続
積
。
補
完
と
し
て
の
晴
典
課
税

第
二
十
六
巻

五
七

第
四
磁

四

て
差
支
な
き
も
の
で
も
ゐ
っ
て
富
一
二
)
、
相
縦
枕
遮
肱
の
斜
め
で
な
い
贈
典
に
も
脅
し
く
特
別
課
税
を
し
て
も
良

い
ご
い
ふ
ニ
ご
が
ゐ
る
し
、
叉
反
劃
給
付
を
伶
は
品
箪
な
る
贈
奥
山
り
如
き
は
、
奥
ふ
る
者
に
於
て
、
共
有
つ
所
の

財
産
棋
に
件
ム
自
由
蕗
分
の
範
閣
に
崩
す
る
ゃ
う
で
も
ゐ
る
が
、
其
を
受
〈
品
者
に
於
ー
は
無
銭
に
し
て
射
を
有

ち
得
る
-
』
ご
に
な
る

ωで
、
彼
は
之
に
よ
h
T
其
道
義
心
を
弱
め
ら
る
、
-
』
芭
に
な
る
。
此
の
如
き
は
貨
に
枇
曾

の
後
展
の
上
仁
好
ま
し
か
ら
古
る
こ
ご
で
ゐ
b
、
堅
震
な
る
闘
民
を
作
る
の
妨
害
ピ
も
な
る
む
斯
の
如
き
は
岡
家

Z
L
て
枇
曾
正
し
て
禁
制
し
て
良
い
ほ
ど
の
も

ωで
あ
り
(
叫
ニ
二
)
J

之
を
枕
に
よ
h
て
抑
制
す
る
の
も
差
支
な
い

Z
す
べ
き
で
あ
る
o

郎
ち
此
跳
税
法
は
此
等
の
見
地
か
ら
し
て
は
瀞
識
せ
ら
れ
る
が
、
唯

r、
此
が
形
式
上
に
は

無
償
正
は
な
っ
て
も
、
貨
は
巨
体
制
到
給
付
に
過
ぎ

F
る
の
贈
輿
を
も
制
附
す
る
こ
ピ
、
な
っ
て
、
之
を
単
な
る
無
償
の

共
Z
匝
別
す
る
こ

Z
が
六
っ
か
し
(
、
此
の
如
き
も
の
を
無
差
別
に
課
す
る
こ
己
、
な
る
正
い
よ
不
都
合
が
ゐ
る

{陸二一一一
)
0

其
は
仕
方
な
い
ご
し
て
も
・
之
が
謀
税
方
法
ご
し
て
は
、
酷
聞
く
贈
具
に
課
す
る
以
上
は
・
各
婚
山
崎
毎
に

課
す
る
の
外
な
〈
、
然
る
ご
き
は
相
紛
が
分
割

Lτ
行
は
れ

τ累
進
課
税
を
無
意
義
な
ら
し
め
る
ニ
ご
に
も
な
る

(
註
二
凹
)
。
加
之
、
贈
典
ご
い
ふ
も
の
が
、
相
続
ご
異
h
・
多
少
隠
密

ω
問
に
行
は
れ
て
、
捕
捉
の
難
〈
、
遁
脱
が

多
〈
行
は
る
、
の
を
見
れ
い
な
い
(
比
二
五
)
O

特
に
勤
産
に
於
て
然
、
り
ご
す
る
(
位
二
六
百
共
結
果
己
し
で
は
不
動
産
の

贈
典
に
於
て
過
重
負
館
正
な
る
ご
い
ふ
不
一
公
平
を
も
生
中
る
o
共
れ
か
ら
贈
奥
ご
い
ふ
こ
ど
が
人
吉
人
Z
の
間
の

私
事
に
闘
す
る
こ
古
も
少
か
ら
ぬ
の
仁
、
之
仁
課
税
す
る
が
縛
め
に
、
之
を
後
ば
〈
こ
ご
の
不
都
合
言
い
ふ
こ
Z

d 

一一一一一一一一一一←一一一一一一一
‘ 

一

" '--..-，.，僧陣



も
あ
る
(
詰
二
七
)
0

円
ン
タ
ー
は
、
胸
奥
の
上
に
、
相
曲
聞
の
場
合
と
同
和
市
中
(
同
一
の
発
枇
酎
並
に
親
捷
欄
幡
に
於
け
る
同
一
山
義
需
を
以
て
)
を
疎
す
べ
し

と
絹

L
、
メ
シ
ツ
は
、
拓
自
結
晶
白
牝
得
と
同
一
目
桔
に
、
生
存
者
聞
の
崎
拠
を
蹴
(
と
い
ふ
規
定
は
、
相
続
軸
白
品
川
世
た
る
柚
光
で
あ
る
。
何

(
陸
-
九
)

ぜ
と
な
れ
ば
之
な

L
に
は
、
被
相
蹴
入
計
死
の
附
に
北
川
肘
障
を
肘
拠
し
て
此
枯
を
売
る
λ
ζ

と
を
得
る
か
ら
と
い
ふ
て
居
り
、
シ
エ

1
ル
も
、
生

存
者
間
山
崎

m
E柑
鵠
た
る
柑
蹴
と
長
〈
知
似
に
課
税
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
相
蹴
枕
の
回
避
を
防
「
泊
め
に
岡
山
上
必
嬰
な
の
み
で
.
な
〈
、
事

物
。
性
質
よ
り
し
て
も
完
全
に
正
首
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
ニ

O).
哨
聞
の
十
三
州
に
此
が
行
は
れ
た
国

ρ
y
n少

l
は
、
相
続
抽
が
能
力
凶
非
嘩
山
上
に
静
越
さ
る
L

と
す
札
ば
、
駒
山
叶
が
何
時
行
は
れ
て
も
之
を
、
死
後
山
川
障
措
特
神
主
興
づ

た
る
取
税

E
鵠
す
山
且
告
理
由
な
し
と
い
H
V

、
グ
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
ー
も
、
帥
典
は
受
贈
者
に
取
り
て
は
相
続
と
同
様
に
、
無
償
山
則
庄
硝
倒
だ
か

ら
し
て
、
相
越
と
同
様
。
方
法
に
て
誠
枕
せ
ら
る
誌
と
乏
が
世
株
だ
と
泊
し
、
チ
ス
カ
は
、
相
田
明
揖
も
胸
奥
秘
も
北
に
、
知
慣
に
川
る
拾

H
能
力

部

増
加
の
謀
枯
を
草
昧
す
と
持

L
、
ヲ
グ
ナ
ー
も
、
給
付
能
力
原
則
は
附
奥
世
に
も
常
る
と
い
ふ
。

(
陸
ニ
ご

り
I
Y
は
、
今
日
て
も
官
。
所
有
占
が
之
を
曜
る
と
と
の
櫛
利
の
上
に
は
、
禅
山
の
制
限
川
あ
る
o
此
年
目
…
刷
出
か
ら
推
し
て
、
北
結

果
と
し
て
公
症
に
有
害
な
る
岡
興
は
侃
し
で
は
な
ら
向
と
い
ふ
一
般
的
原
則
量
生

f
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
註
ニ
二
)

(
註
ニ
宮
一
)

ロ
ツ
ツ
位
、
相
雄
松
回
避
と
推
定
し
能
は
ぎ
る
附
典
を
鵠
曲
す
る
こ
と
は
不
明
同
で
あ
る
主
性
話
し
て
居
る
叫

前
山
註
六
品
世
間
。

(
控
=
四
)

ハ
ン
タ
ー
は
、
晴
拠
に
於
て
趨
肱
内
心
刀
法
出
品
〈
、
設
且
悶
離
だ
と
錯
し
、
ホ
シ
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
も
、
崎
典
枕
に
て
は
酔
般
的
危
険
が

地

相
締
結
に
於
け
る
よ
り
も
-
一
層
大
い
と
い

-t

(
註
=
五
)

大
財
躍
に
於
て
辿
肱
が
却
っ
て
多
い
か

φ
い
か
は
人
に
よ
り
見
る
所
が
持
る
。
け
或
者
は
此
が
多
い
と
い
ふ
O

冊
之
、
イ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
大

財
障
に
て
は
崎
県
に
よ
り
組
拾
が
容
易
に
逃
げ
ら
れ
る
。
生
存
者
聞
の
瞬
興
が
府
県
稔
由
主
は
凱
似
の
粧
を
謀
せ
ら
れ
て
も
師
り
と
い
」
。

ω反

諭

相
績
枇
の
補
完
と
し
て
即
時
奥
誹
輯

第
二
十
六
容

五
七
三

四

第
四
都

議

Mentz. Der Gegenstand der El'bschaftssteuer 
S. 78 

tI"unter， 1. _ c_" P: 392-391 
S: 32-33. Scheel._ a. Jl. 0 
l3issegg-er， a. a. O. S. 9 
HLlnter:. L c. P" 392. ~Kr~ín\\'ächter ， a. a. O. S. :294. Tyszl、九， a. a. O. S 
236. ¥Vagner; a.-a. 0_ _~. 592 
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論

議

第
二
十
六
容

四
回

豆
七
四

第
凶
器

相
櫨
砥
白
一
柑
定
と
し
て
の
蹄
典
課
粧

封
に
此
週
肱
が
曲
場
合
却
ワ
て

h
T
L
K
い
ふ
も
あ
る
。
例
之
、
テ
ス
カ
は
、
蹄
奥
日
大
頓
に
闘
す
る
だ
け
て
位
、
枕
務
官
臨
か
ら
也
札
る
こ
・
と
は

附
離

τあ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
が
多
C
は
公
詑
入
、
銀
行
%
は
其
仙
の
第
三
剥
の
仲
介
を
仰
る
か
ら
と
い
ひ
、
ラ
ツ
ツ
は
.
犬
な
る
駒
山
酬
が
尉
得

乃

枕
白
申
昔
に
よ
り
て
遺
跡
さ
る
土
ゼ
街
と
い
ふ
て
肘
る
叫

{
肱
エ
穴
)

ホ
ン
メ
ル
九
ハ
イ
ム
は
、
動
的
費
本
に
於
て
詐
欺
を
帥
「
る
乙
ー
と
が
不
吋
能
だ
と
焔

L
、

町

田
遡
肱
を
押
へ
る
由
同
肱
E
臨
む
。

ヲ
ク
ナ
l
、
シ
晶

I
ル
は
布
仙
腎
券
に
於
て

ホ
シ
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
崎
県
に
於
て
佐
々
に
し
て
内
部
且
つ
血
秘
白
山
車
事
に
闘
し
、
共
晶
表
が
醐
係
者
に
耐
り
て
世
に
耐
支

L
き

均

白
み
て
な
〈
、
恰
も
布
害
な
る
こ
と
が
あ
り
科
る
と
い
ふ
て
肘
る
。

}
 

6
公
一
市
的
贈
拠
郎
、
ち
不
動
産
贈
蜘
(
仁
の
み
謀
枕
す
る
こ
さ
ー
ー
も
一
方
法
で
あ
る
(
世
ニ
入
)
。
此
は
動
産
に

つ
い
て
は
辿
股
が
多
〈
、
到
底
捕
捉
が
出
来
な
い
の

rか
ら
、
む
し
ろ
初
め
よ
り
之
を
課
税
か

ι一
除
〈
方
が
捕
捉

(
許
エ
七
)

を
確
買
に
す
る
所
以
で
ゐ

h
、
業
貼
か
ら
し
て
は
之
を
是
認
す
る
こ
ピ
も
山
市
市
る
が
(
計
二
在
、
動
産
を
凡
べ
て
逃

が
す
こ
ど
が
一
大
侠
鮎
で
あ
る
し
、
前
に
も
い
ふ
た
や
う
に
贈
典
毎
に
課
税
す
る
Z
し
て
累
進
課
税
の
趣
旨
ヤ
破

る
こ
ご
の
快
鈷
も
あ
る
。
不
勘
産
に
閲
す
る
ピ
け
に

τ相
紛
の
代
h
'
Z
L
て
の
胸
奥
で
な
い
も
の
を
も
課
税
す
る

ぜ
い
ふ
の
不
都
合
も
あ
る
。

「
註
=
八
)

叩

札
日
、
ザ
ク
セ
ン
、
パ

l
F
シ
撃
に
行
は
れ
た
。

一一一

(
註
-
-
九
)

コ
ン
ヲ

l
r位
、
附
m叫
が
裁
判

i
zは
公
詮
上
白
契
約
に
上
り
て
行
は
る
込
か
、
又
は
唱
だ
口
頭
の
宜
首
及
手
同
に
上
り
て
の
み
行
は

る
誌
か
に
よ
り
て
匝
別
す
る
こ
と
が
鱒
議
き
れ
、
後
の
場
合
忙
は
往
々
に
し
て
明
枇
義
務
ポ
金
〈
泊
認
せ
ら
れ

f
と
V

ふ。

)
 

7
贈
奥
課
税
が
各
筒
別
的
ご
な
'
り
て
累
進
課
税
の
趣
旨
を
破
る
の
を
防
止
す
る
方
怯
|
|
上
記
贈
典
課
税

(
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に
は
凡
ぺ
て
分
割
贈
奥
が
行
は
れ
て
相
続
税

ω折
角
の
累
準
を
無
意
義
ご
す
る
の
危
険
が
伴
ふ
。
之
を
防
止
す
る

、J

方
法
正
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
は
a
一
定
年
間
(
例
之
・
一
九

O
六
年
の
濁
逸
法
に
て
は
五
年
間
)
仁
於
け
る
同
一
受

贈
者
の
受
〈
る
物
内
会
館
り
大
き
に
よ
り
て
累
進
卒
を
定
め
る
古
い
ふ
方
法
己
、
い
け
贈
奥
額

ω大
小
に
依
る
の
累

進
を
止
め
て
、
専
ら
縦
柄
仁
依
る
の
累
進

ωみ
を
行
ふ
(
塊
岡
一
九
一
五
年
法
の
如
〈
)
方
法
ご
で
ゐ
る
出
成
程
此

等
に
よ
り
或
皮
ま
で
夫

ω敏
樹
を
緩
め
る
こ
さ
は
出
北
部
品
。
け
れ
ど
も
第
一
の
方
法
に
て
は
一
定
年
間

ω定
め
方

仁
恋
意
が
ぶ
し
.
例
之

五
年
ご
し
て
も
倫
ほ
不
十
分
で
ゐ

h
、
五
年
以
上
に
亘
る
も
の
を
統
合
す
る
こ
ご
は
出

京
市
宇
、
比
に
依
る
己
し
て
所
詮
五
年
な

h
一
定
時
期

ω揃
つ
る
を
待
っ
て
此
綜
合
を
行
は
な
〈
て
は
な
ら
十
、
主
(

迄
の
聞
に
給
付
飽
カ
が
散
逸
す
る
正
い
ふ
二
さ
も
め
る
。
第
二
的
方
法
に
依
る
ご
し
て
縞
柄
に
依
る
累
進

ωみ
で

財
産

ω大
き
に
依
る
帥
前
進
が
な
く
て
は
‘
相
縦
枕

ω税
率
己

ω釣
合
が
取
れ
な
い
ご
い
ふ
遺
憾
が
あ
る
o

は
い
特
殊
贈
奥
Z
も
い
ふ
べ
き
負
債

ω設
定
防
止
方
法
ご

L
て
は
、
少
〈
ご
も
被
相
縦
人
が
相
縦
人
に
劃
し

て
矯
す
も
の
を
課
税
標
準

ω決
定
上
、
認
め
ぬ
ご
す
る
の
も
一
方
法
で
あ
る
(
註
一
=
0
)
。
け
れ

E
も
之
に
よ
り
て
此

二
人
の
者

ω聞
に
異
質
に
行
は
れ
た
負
悩
ま
で
も
認
め
坦
」
芭
の
不
都
合
が
ゐ
る
o

若
夫
れ
他
人
よ
り
負
ふ
も
の

に
至
つ
て
は
、
立
法
上
右
ご
同
も

ωを
作
る
こ
ご
は
出
来
泊
。
此
が
遁
肱
防
止
に
は
岡
氏

ω道
義

ω改
善
正
、
行

政
の
監
頑
の
巌
密
ご
に
待
つ

ω外
な
い
。

(陸
E
O
)

前
回
由
論
文
、
陸
一
三
品
世
間
。

論

議

相
続
枇
由
一
柿
先
と
し
て
由
胸
奥
謀
説

第
二
十
六
巻

亙
七
五

第
四
蹴

P'司
五

a. a. O. S. 78 
Hommelsheim. a. a， O. S.口 r.
Homme sheim. a. a. O. S. 121. 
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誌
ろ
我
国

ω婚
奥
に
謝
す
る
現
行
法

ρ規
定
其
も
の

1
l
h我
困
で
は
凡
べ
て
の
積
類
の
相
続
財
産
に
つ
き
現
相
総
官
時
に
於
け
る
相
秘
財
産

の
腐
額
に
、
相
街
開
始
前
一
年
内
の
賭
奥
を
加
算
し
、
相
続
に
附
帯
し
て
課
税
す
る
綜
合
的
説
税
ピ
叶
不
動
産
及

舶
舶
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
、
親
族
へ
又
は
本
家
の
戸
主
又
は
家
族
か
ら
分
家
の
戸
主
又
は
家
族
へ
の
贈
拠
を
、

叢

相
誠
稔
白
一
補
完
と
し
て
白
崎
典
課
脆

回
，、

第
ニ
十
六
巻

五
七
六

第
四
腕

共
起
る
皮
毎
に
、
遺
産
相
紛
ご
見
倣
し
て
課
税
す
る
源
泉
謀
税
Z
の
ニ
よ
り
し
て
出
来

τ居
る
。

リ
疑
問

l
l
h此
仁
色
#
の
疑
問
が
起
る
G

抽
出
一
仁
は
前
記

ω第
一
蹴
の
贈
山
崎
に
は
年
限
的
制
限
は
め
る

が
、
財
産
の
桶
幅
削
吉
岡
係
者
の
柿
類
正
に
制
限
が
な
い
。
某
彪
で
阪
に
第
二
組
の
贈
具
に
て
其
皮
毎
に
謀
枕
苫
れ

た
の
に
灼
ら
宇
、
其
が
相
組
問
始
前
一
年
内
仁
行
は
れ
た
以
上
は
、
之
を
第
一
闘
の
課
枕
似
準

ω巾
に
今
一
度
加

算
す
べ
き
で
は
な
い
か
ご
い
ふ
疑
問
が
生
す
る
o

併
し
斯
〈
て
は
明
か
に
重
複
謀
枇
で
あ
る
。
で
何
れ
か
一
の
み

を
課
す
る
の
が
至
蛍
正
し
て
、
第
一
が
本
則
で
第
二
が
例
外
た
る
以
上
、
そ

L
て
第
二
積

ωも
の
が
附
閥
的
に
早

〈
行
は
れ
る
以
上
は
、
此
第
二
積
ご
し
て
畝
枕
さ
れ
た
も
の
に
け
は
、
第
一
一
相
り
課
税
か
ら
し
て
は
除
〈
正
す
る

の
が
至
官
で
ゐ
る
(
で
親
族
者
た
る
相
誠
人
が
不
動
産
じ
っ
き

τ受
U
た
贈
奥
は
・
第
一
一
概
の
記
し
て
相
赦
財
産

に
加
算
さ
れ
る
が
、
動
産
は
第
二
組
で
割
問
せ
ら
れ
て
第
一
個
か
ら
は
除
か
れ
る
ニ
ご
に
な
る
)
o
川
第
二
に
起
る
疑

問
は
、
第
一
穂

ω熔
奥
に
於
て
、
相
縦
人
が
現
貨
に
相
総
仁
又
は
受
贈
し
た
以
外
の
財
産
仁
っ
き
て
課
枕
き
る
、

こ
吉
、
な
ら
A
V
や
ピ
い
ふ
噂
』
ご
で
ゐ
る
。

い
よ
所
の
一
年
内
の
賄
奥
正
は
相
手
に
つ
い

τ何
の
制
限
も
な
い
か

・-.・"'



ら
、
相
総
人
自
ら
の
受
け
た
贈
奥
の
外
.
相
紙
人
以
外
の
人
へ
の
其
を
も
加
算
せ
ら
る
、
や
う
に
も
取
れ
る
。
然

る
ご
き
は
相
続
人
は
何
等

ω利
盆
を
受
け
ゲ
る
物
に
つ
き
納
税
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
共
は
不
初
A
日
で
あ

b
、
不
日
公
平
で
も
ゐ
る
。
被
相
誠
人
が
確
か
に
相
秘
人
外

ω人
へ
奥
へ
た
物
に
つ
い
て
ま
で
も
相
納
入
に
う
き
謀

税
し
、
相
秘
人
が
受
け
た
財
産
が
極
め
て
少
く
、
又
は
消
極
的
財
産
り
み

rの
に
、
之
に
課
税
す
る
ピ
レ
ふ
の
は

無
理
で
あ
る
。
併
し
、

2
5
か
ご
い
ふ
て
相
続
前
一
年

ω賂
輿
は
相
続
人
に
つ
い
て
は
其
受
付
た
も
の
に
け
に
謀

枕
し
、
賞
際
賄
奥
を
受
げ
た
人
を
追
跡
せ
ぬ
正
す
れ
ば
.
此
相
続
前
一
年
内
に
、
相
縦
開
始
を
由
時
期

Lτ
、
ド
U

1
4
1相
鰻
人
以
外
の
者
へ
の
贈
奥
が
行
は
れ
て
辿
股
古
る
、
こ
正
に
な
る
。
で
此
は
固
よ
り
立
以
者
が
捕
捉
し
ゃ

う
ど
す
る
所
で
あ
る
G

荷
〈
も
相
縞
開
始
前
一
年

ω贈
到
は
追
跡
し
て
捕
捉
す
る
の
也
旨
で
ゐ
b
、
相
船
人
以
外

の
者
も
此
一
年
内
に
贈
奥
を
受
り
た
る

rり
で
は
、
此
相
紛
附
に
際
し
其
贈
奥
仁
っ
き
相
総
人
に
準
じ
て
課
税
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
凶
Q

印
も
相
綴
人
は
其
現
に
相
縦
す
る
所
の
財
産
に
、
其
前
一
年
内
に
受
け
た
る
贈
典
額
を

加
へ

τ課
税
さ
れ
、
現
に
相
続
人
た
ら
さ
る
者
も
共
の
相
縦
前
一
年
内
に
受
け
た
る
贈
拠
の
令
計
額
に
相
官
な
る

税
率
に
て
課
税
事
晶
、
こ
ピ
、
な
る
。
此
の
如
〈
各
人
仁
つ
い
て
綜
合
課
税
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
我
邦
の
相
縦
税

が
遺
産
税
で
な
〈
し
て
取
得
税
で
ゐ
る
こ
ご
か
ら

L
て
賞
然
で
あ
b
、
之
に
よ

h
て
相
線
人
以
外

ω受
贈
者
が
給

付
能
力
を
散
逸
し
て
、
之
か
ら

L
τ
の
殺
の
取
れ
な
く
な
る
ご
い
ふ
こ
ど
は
め
り
得
る
が
、
併

L
此
者
か
ら
し
て

も
取
ら
字
、
相
縦
人
か
ら
し
て
も
取
ら
宇
ご
す
る
よ
b
は
、
捕
捉
の
上
に
一
屠
有
利
で
あ
る
υ

論

叢

相
蹴
枕
の
制
削
一

T
し
て
の
附
奥
課
枕

第
=
十
六
経

豆
七
七

第
岨
貌

VLj 

じ

"目・・・岨・



論
叢
刷
蹴
枕
申
補
完
と
し
て
白
胸
奥
謀
説

)

)

 

3
批
評
|
|
a
親
族
等
、
特
別
関
係
者
へ
の
贈
奥
を
凡
べ
て
遺
産
相
総
ご
見
倣
し
て
課
す
る

rり
で
は
一

揺
は
、
遁
肢
を
防
止
す
る
方
法
芭
し
て
有
放
さ
認
め
る

ζ
Z
を
得
る
げ
れ
ど
も
、
併
し
滋
に
不
動
産
ピ
船
舶

F
伊』

第
二
十
六
各

五
七
八

第
四
樟

四
J、

除
い
北
の
が
帥
肺
結
で
ゐ
る
。
此
は
此
ニ
の
物
の
贈
奥
に
は
盤
鍬
税
に
て
重
い
殺
が
か
け
ら
れ
て
居
る
か
ら
除
い
た

正
い
ふ
立
法
趣
旨
だ
が
、
時
空
録
税
は
比
例
枕
で
相
綴
税
は
探
進
税
村
い
か
ら
し
て
、
之
に
よ
り

τは
矢
張
・
り
一
の
遮

脆
方
法
を
供
し
て
、
不
公
卒
の
緒
川
市
ご
も
な
る
。

rhrら
し
て
右
一
定
闘
係
者
へ
の
贈
奥
た
る
以
上
は
、
不
動
産

般
舶
に
つ
い
て
も
、
む
し
ろ
遺
産
相
続
枕
に
従
は
し
め
る
ご
す
る
方
が
二
盾
会
卒
の
ゃ
う
だ
。
共
は
共
ご
し
て
特

定
闘
係
者
へ
の
贈
典
を
遺
産
相
縦
ご
見
る
ご
す
る
こ
己
は
、
多
〈
の
場
合
に
は
其
れ
で
も
良
い
が
、
時
ご
し
て
は

仕
事
に
謝
す
る
反
針
給
付

ω意
味
の
も
の
ま
で
も
捕
へ
る
こ
正
が
生
じ
得
る
。
叉
共
も
良
い

Z
L
て
も
、
鳩
山
舟
の

度
毎
に
謀
す
る
絡
め
じ
は
、
贈
奥
を
随
て
相
続
を
、
小
額
づ
、
に
敷
阿
又
は
甚
し
き
は
数
十
回
仁
も
分
け
て
行
。
、

そ
し
て
折
角
り
累
進
課
税
を
無
意
味
な
ら
し
め
る
ご
い
ふ
こ
ご
に
も
な
る
。
極
端
を
い
へ
ば
大
な
相
縦
財
産
で
も

此
規
定
を
濫
用
し
て
、
見
枕
鮎
以
下

ω小
額

ω贈
典
に
分
け
て
数
百
回
に
も
一
旦
っ
て
行
ム
-
』
ご
に
よ
り

τ相
縦
税

を
逃
れ
る
こ
ご
が
由
来
る
己
い
ふ
不
都
合
を
も
生
?
る
Q

b
特
定
関
係
者
以
外
へ
の
贈
一
舛
に
つ
い
て
は
、
共
一
年

一
年
以
上

ω
前

ω分
は
逃
が
さ
る
、
ニ
正
、
な
る
級
制
が
ゐ
る
。
並
(
彪
で
人
が

以
内
的
分

πけ
は
捕
捉
す
る
が
、

共
相
縦
財
産
を
、

一
旦
特
定
陶
係
者
以
外
り
心
安
き
人
へ
、
出
来
れ
ば
相
絞
り
一
年
以
上
弘
前
に
贈
拠
し
、
叉
は

む
し
ろ
形
式
上
寅
却
し
て
、
真
に
他
H
相
総
人
へ
移
苫
し
め
る
こ
ご
に
よ
h
て
漣
枕

L
得
る
ザ
此
等
に

h
田
空
録
枕

ー-
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な
ど
が
伶
ふ
こ
芭
も
ゐ
る
け
れ
苫
も
相
鋭
校
よ
ち
も
安
〈

τ済
む
-
』
記
も
ゐ
る
し
、
動
産
の
場
合
に
は
整
録
枕
も

な
〈
て
済
む
o
相
縦
前
一
年
内
の
分
に

τも
現
質
的
相
縦
人
以
外

ω人
へ
の
贈
奥
を
も
相
級
人
に
つ
い
て
加
算
し

て
謀
枕
す
る
ご
す
れ
ば
、
現
質
的
相
紛
人
に
過
重
り
負
瀦
己
な
る
の
恐
が
あ
る
し
、
偲
h
に
之
合
在
的
前
に
解
縛

し
た
や
う
に
取
っ
て
、
現
賞
り
相
鋭
人
は
某

ω現
に
受
取
る
分

t
・
一
年
内
に
贈
輿
を
受
け
た
る
A
H
Z
に
つ
き
課

税
せ
ら
れ
.
現
に
相
誠
人
た
ら
ぬ
人
も
、
一
年
内
に
受
け
た
贈
具
に
つ
き
一
の
遺
産
相
縦
人
ご
し
て
課
枕
せ
ら
る

、
ご
す
れ
ば
、
現
実
相
総
人
の
過
重
負
措
は
な
く
な
る
が
、
現
民
相
紺
人
た
ら
ゲ
る
車
な
る
受
贈
者
に

t
て
、
而

か
も
特
定
聞
係
者
た
ら
F
る
者

ω受
〈
る
贈
興
が
、
其
一
年
内
に
散
逸
し

τ捕
捉
し
得
ぬ
ぜ
い
ム
-
』
ど
を
生
す
る

己
い
ふ
繰
鈷
を
免
れ
な
い
。

B
解
田
仲
上
の
方
法

い
子
孫

ω名
義
に
て
物
を
買
取
る
方
法
に
依
る
遮
脆
|
|
に
つ
い
て
は
僻
粋
上
、
之
を
一
の
贈
興
吉
見
倣
し

て
課
税
す
る
こ
E
が
出
来
る
。
併
し
此
に

τも
夫

ω累
進
謀
枕
を
破
ら
る
、
こ
ど
は
避
け
ら
れ
な
い
γ
L、
不
動
産

や
旅
券
な
ど
の
如
〈
名
義

ω明
か
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
・
之
に
て
も
防
止
し
得
る
が
、
無
記
名
な
設
券
や
其
他

ω多
f
の
動
産
に
な
る
ご
出
来
な
い
。
又
名
義
り
明
か
な
物
で
も
、
未
成
年
訴
の
で
あ
れ
ば
押
苫
へ
て
も
良
い

が
、
成
年
者

ω買
入
ご
な
る
ご
‘
必
十
し
も
贈
典
又
は
相
続
の
代
り
で
な
〈
、
買
入
名
義
者
自
ら

ω獅
立
笹
利

ω

結
川
市
ご
し
て
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
貨
際
正
し
て
は
之
が
誕
別
が
つ
き
難
い
こ
ど
、
な
り
、
之
を
寛
大

仁
取
扱
へ
ば
逃
げ
ら
れ
る
し
・
之
を
燥
陥
に
す
れ
ば
試
り
毒

ω
場
合
を
生
ず
る
。
又
此
方
法
を
人
が
子
を
飛
ば
し

て
孫
内
名
義
を
使
っ
て
行
ム
正
き
に
、
上
記
の
解
蒋
を
す
る
ご

L
て
も
二
重
り
遮
枇
の
中
の
一
し
か
押
さ
へ
ら
れ

前

議

相
踊
訟
の
補
完
と
し
て
の
胸
奥
鵡
甜

四
品

第
二
十
古
巻

五
七
九

鎖
倒
艶

:; 
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画面

譲

第
四
回
国

E 
O 

相
蹴
融
自
仙
完
と

L
て
の
閥
典
拠
枇

第
二
十
六
巻

五
八

O

な
い
ご
い
ふ
こ

E
を
遺
蛾
正
す
，
へ
き
で
あ
る
。

ん
使
用
牧
盆
h
z
留
保
し
た
贈
拠
|
|
に
劃
し
て
は
立
法
上
、
之
を
相
鋭
吉
見
倣
し
て
課
税
す
る
ζ

ピ
も
出
来

る
が
、
我
闘
法

ω如
〈
贈
興
課
税
に
依
h
て
課
税
す
る
ご

L
て
、
此
賠
興
が
動
産
に
つ
き
親
族
者
に
謝
し
て
行
は

れ
、
又
は
動
産
不
動
産
を
問
は
十
親
族
者
に
嚇
到
し
又
は
非
親
族
者
に
謝
し
て
相
総
前
一
年
内
仁
行
は
る
、
に
け
で

は
謀
枕
し
得
る
げ
れ
ど
も
・
例
之
、
親
族
者
に
謝
し
不
動
産
に
つ
き
右
一
年
以
上
前
に
行
は
れ
る
ご
き
に
は
之
仁

蹴
枕
し
得
な
い
こ
ど
に
な
る
。
此
を
も
併
特
上
、
課
税
し
得
る
や
う
に
[
た
い
り
れ
ど
も
、
其
れ
は
遺
憾
な
が
ら

出
来
な
い
。

結

論

以
上
要
之
、
相
減
税
は
能
力
原
則
か
ら
し
て
も
会
一
ゃ
に
麹
ひ
、
枇
曾
政
策
上
じ
も
糊
む
べ
き
も
の
で
ゐ
b
、
大

勢
正
し
て
も
盆
々
重
き
を
置
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
此
に
色
々
の
週
蹴
に
つ
い
て
の
銚
陥
が
ゐ
り
、
特
に
贈

巾
却
に
依
る
色
々
の
越
川
方
法
が
あ
る
。
葉
原
因
は
前
論
文
に
い
ふ
一
般
遮
枕

ω場
合
Z
同
じ
で
ゐ
h
J
、
其
結
果
ご

し
て
宮

ω分
配
を
良
〈
す
る
ご
も
い
ふ
が
、
認
は
椅
別
著
し
か
ら
?
し

τ課
税

ω不
公
平
を
鷲
ら
す
ご
い
ふ
大
な

不
利
が
ゐ
る
o

之
が
防
止
方
法
ご
し
て
は
色
々

Z
考
へ
ら
れ
花
が
、
何
れ
も
完
全
ご
は
い
ふ
こ
ピ
が
出
来
十
、
我

側
現
行
訟
の
如
き
も
完
全
な
も
の
で
な
〈
、
叉
之
が
解
蒋
に
疑
問
も
ゐ
h
・
之
に
辿
肱
の
訟
が
可
な
h
仁
残
さ
れ

て
居
る
。
折
角

ω累
進
課
税
の
破
ら
る
、
ご
い
ふ
依
貼
も
仲
ふ
。

rか
ら
し
て
相
総
税
は
良
枕
な
h
J
ど
の
み
簡
単

じ
は
片
着
け
る
こ
ご
は
由
来
な
い
。
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